


総
務
課
の
仕
事

自
治
体
の
仕
事
は
、
窓
口
業
務
、
許
認
可
業
務
、
苦
情
処
理
業
務
な
ど
、
市
民
サ
ー
ビ
ス
に
直
接
か
か
わ
る
も
の
が
多
い
。
こ
う
し

た
仕
事
を
担
う
セ
ク
シ
ョ
ン
が
原
課
や
ラ
イ
ン
部
門
な
ど
と
い
わ
れ
る
部
局
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
総
務
課
は
、
管
理
・
ス
タ
ッ
フ
部
門
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
直
接
市
民
と
接
す
る
場
面
は
少
な
く
、
各
セ
ク
シ
ョ

ン
の
仕
事
が
効
果
的
・
効
率
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
組
織
対
応
や
職
員
対
応
を
中
心
と
す
る
間
接
的
な
仕
事
を
主
に
担
う
。

縦
割
り
組
織
で
あ
る
原
課
が
相
互
に
連
携
し
つ
つ
十
分
に
機
能
し
て
い
く
た
め
に
、
総
務
課
は
大
き
な
使
命
を
負
っ
て
い
る
と
言
っ

て
も
過
言
で
は
な
い
。
ま
し
て
、
近
年
の
複
雑
多
様
化
す
る
行
政
需
要
に
対
応
す
る
た
め
に
は
、
各
部
局
間
の
隙
間
を
埋
め
つ
つ
、
市

民
の
負
託
に
的
確
に
応
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
総
務
課
の
役
割
は
重
い
の
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
視
点
か
ら
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に

総
務
課
の
仕
事
は
様
変
わ
り
し
つ
つ
あ
る
。

総
務
課
は
、
財
政
課
や
企
画
課
な
ど
と
並
ん
で
、
エ
リ
ー
ト
的
な
位
置
づ
け
を
も
っ
て
職
員
間
で
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
少
な
く

な
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
単
に
エ
リ
ー
ト
意
識
で
上
か
ら
目
線
で
仕
事
を
す
る
だ
け
で
は
務
ま
ら
な
い
の
で
あ
る
。

総
務
課
の
仕
事
は
、
大
別
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

管
理
業
務

総
務
課
は
、
各
部
局
に
共
通
・
関
連
す
る
事
務
の
管
理
や
と
り
ま
と
め
と
い
っ
た
管
理
業
務
を
担
当
す
る
。

①
庁
舎
管
理
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総
務
課
の
伝
統
的
な
仕
事
の
一
つ
が
庁
舎
管
理
で
あ
る
。
庁
舎
管
理
は
、
公
有
財
産
に
関
す
る
長
の
総
合
調
整
権
（
地
方
自
治
法
第

二
三
八
条
の
二
）
の
下
、
長
の
専
管
事
項
と
し
て
、「
庁
舎
管
理
規
則
」
を
定
め
、
こ
れ
に
基
づ
き
行
わ
れ
て
い
る
。
総
務
課
は
、
庁

舎
の
適
正
な
使
用
に
つ
い
て
の
庁
内
調
整
の
ほ
か
、
庁
舎
内
で
の
食
堂
の
営
業
、
物
品
販
売
、
自
動
販
売
機
の
設
置
な
ど
行
政
財
産
の

目
的
外
使
用
許
可
（
自
治
法
第
二
三
八
条
の
四
）
を
行
っ
て
お
り
、
民
間
活
動
と
も
か
か
わ
り
を
持
っ
て
い
る
。

②
文
書
管
理

文
書
管
理
も
総
務
課
の
仕
事
の
代
名
詞
で
あ
る
。
自
治
体
が
作
成
す
る
文
書
は
公
文
書
で
あ
る
が
、
そ
の
範
囲
は
広
く
、
例
規
文
書

（
条
例
、
規
則
等
）、
公
示
文
書
（
公
示
、
告
示
等
）、
令
達
文
書
（
訓
令
、
指
令
等
）、
法
定
許
認
可
通
知
、
証
明
書
等
の
ほ
か
、
行

政
機
関
間
や
市
民
へ
の
通
知
な
ど
の
一
般
文
書
、
さ
ら
に
は
行
政
計
画
書
、
市
民
配
布
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
。
こ
れ
ら

の
公
文
書
の
書
式
（
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
）、
作
成
方
法
、
決
定
手
続
な
ど
は
、
公
文
例
規
程

文
書
管
理
規
程

事
務
決
裁
規
程
、
公
印

規
則
な
ど
に
定
め
ら
れ
、
自
治
体
内
の
意
思
決
定
（
決
裁
）
も
文
書
で
行
わ
れ
る
。
ま
た
、
対
外
的
文
書
は
原
則
と
し
て
公
印
が
必
要

と
な
る
。
自
治
体
で
は
文
書
で
仕
事
が
行
わ
れ
、
文
書
で
政
策
が
進
め
ら
れ
る
。
こ
れ
を
文
書
主
義
と
呼
ぶ
。
こ
う
し
た
事
務
の
管
理

を
総
務
課
が
担
っ
て
い
る
が
、
近
年
、
公
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
や
電
子
決
裁
の
導
入
な
ど
文
書
管
理
の
電
子
化
も
急
速
に
進
ん
で
い
る
。

③
法
制
管
理

文
書
管
理
と
も
関
連
す
る
総
務
課
の
仕
事
と
し
て
、
法
制
管
理
が
挙
げ
ら
れ
る
。
法
制
管
理
と
は
、
端
的
に
い
う
と
自
治
体
の
条
例
、

規
則
、
訓
令
等
の
例
規
の
管
理
を
行
う
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
単
に
文
書
と
し
て
物
理
的
に
管
理
す
る
の
み
で
は
な
く
、
重
要
な
の

は
、
条
例
や
規
則
等
の
内
容
を
審
査
し
、
厳
格
な
法
令
用
語
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
、
法
規
範
と
し
て
の
効
力
を
確
保
す
る
た
め
の
、

実
質
的
な
例
規
の
制
定
や
改
廃
の
管
理
を
行
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
法
制
執
務
」
と
い
う
。
法
制
執
務
に
熟
練
す
る
に
は
相
当
の

年
月
を
要
し
、
高
度
に
専
門
性
が
求
め
ら
れ
る
業
務
と
言
っ
て
よ
い
。
さ
ら
に
は
、
自
治
体
の
法
執
行
や
財
務
事
務
、
あ
る
い
は
制
定

◎第１章 総務課の仕事
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episode

1
佐
々
木
君
、
異
動
に
な
る
！

―
―
総
務
課
と
文
書
管
理

▽
1
△

―
―
総
務
課
っ
て
何
し
て
る
ん
だ
ろ
う
。

さ

さ

き

ゆ
う

た

あ
し
の
べ
市
に
採
用
さ
れ
て
か
ら
四
年
目
と
な
る
佐
々
木
雄
太
は
、
四
月
一
日
に
市
民
課
か
ら
総
務
課
に

異
動
と
な
っ
た
。
佐
々
木
は
、
市
民
課
で
戸
籍
事
務
や
住
民
基
本
台
帳
事
務
な
ど
に
従
事
し
て
い
た
が
、
総

務
課
に
つ
い
て
は
、
郵
便
室
で
の
郵
便
物
の
受
け
渡
し
や
、
過
去
に
数
回
、
法
務
局
に
提
出
す
る
文
書
に
市

長
公
印
を
押
し
に
来
た
と
こ
ろ
と
い
う
だ
け
で
、
ど
の
よ
う
な
仕
事
を
し
て
い
る
の
か
具
体
的
に
は
わ
か
ら

ず
な
ん
と
な
く
不
安
に
思
っ
て
い
た
。

わ
た

せ

の
ぼ
る

佐
々
木
は
、
総
務
課
長
の
渡
瀬
昇
か
ら
総
務
係
へ
の
配
属
を
告
げ
ら
れ
、

お
お

く

ぼ

は
や

と

「
大
久
保
係
長
に
い
ろ
い
ろ
と
聞
い
て
く
れ
」
と
総
務
係
長
の
大
久
保
隼
人
を
紹
介
さ
れ
た
。

「
よ
ろ
し
く
。
総
務
係
が
ど
ん
な
こ
と
を
や
っ
て
い
る
か
知
っ
て
る
？
」

「
す
み
ま
せ
ん
、
よ
く
知
り
ま
せ
ん
」

「
じ
ゃ
あ
、
ま
ず
主
な
業
務
を
一
通
り
説
明
し
よ
う
」
全
体
像
が
見
え
な
い
佐
々
木
に
は
あ
り
が
た
い
話
だ
。

「
総
務
課
総
務
係
の
業
務
は
、
部
内
の
予
算
管
理
、
市
役
所
全
体
の
文
書
管
理
、
市
長
公
印
の
管
理
、
市
議

会
と
の
連
絡
調
整
、
そ
れ
か
ら
部
内
の
庶
務
。
市
民
課
で
経
験
し
て
き
た
仕
事
と
は
ち
ょ
っ
と
違
う
と
思
う
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け
れ
ど
、
市
役
所
全
体
の
業
務
を
視

野
に
入
れ
て
仕
事
を
行
う
こ
と
が
多

い
の
で
、
若
い
と
き
に
こ
の
職
場
を

経
験
し
て
お
く
こ
と
は
と
て
も
い
い

こ
と
だ
と
思
う
よ
。
佐
々
木
君
に
は

主
に
文
書
管
理
業
務
を
担
当
し
て
も

ら
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
ん
だ
」

―
―
や
っ
ぱ
り
印
鑑
の
管
理
か

と
思
い
な
が
ら
、
佐
々
木
は
、

「
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
」
と
頭

を
下
げ
た
。

▽
2
△

佐
々
木
は
、
大
久
保
係
長
に
連
れ

ら
れ
て
総
務
係
の
別
室
で
あ
る
郵
便

室
を
訪
れ
た
。

「
こ
こ
が
市
役
所
の
郵
便
室
。
郵
便

局
＊
１
か
ら
送
ら
れ
て
く
る
郵
便
物

＊１ 郵政民営化により郵便物の発送は郵便事業

株式会社が行うこととなっているが、会話中の言

葉なので一般的な「郵便局」を使用。

佐々木君、異動になる！episode 1
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